
【歳入】　地方消費税交付金（社会保障財源分） 147,000 千円

【歳出】　社会保障施策に要する経費 1,949,403 千円

【歳出内訳及び充当状況】 単位：千円

うち
社会保障
財 源 分

総合福祉事業
（保健福祉センター運営費など）

92,887 2,523 0 9,669 80,695 8,755

高齢者福祉事業
（老人保護措置費など）

71,424 953 0 22,607 47,864 5,193

障がい者福祉事業
（自立支援給付費など）

389,677 276,430 0 50 113,197 12,281

児童福祉事業
（保育施設運営費など）

594,108 128,272 0 23,409 442,427 48,000

計 1,148,096 408,178 0 55,735 684,183 74,229

国民健康保険事業 143,356 45,000 0 0 98,356 10,671

後期高齢者医療保険事業 207,595 35,670 0 0 171,925 18,653

介護保険事業 204,845 11,799 0 0 193,046 20,944

計 555,796 92,469 0 0 463,327 50,268

医療給付事業
（障がい者医療費給付など）

38,637 16,756 0 2,751 19,130 2,075

地域医療事業
（医療機関運営費助成など）

139,251 1,500 0 0 137,751 14,945

保健予防・検診事業
（予防接種・がん検診など）

53,437 1,731 0 9,777 41,929 4,549

母子保健事業
（妊産婦健康診査など）

14,186 1,310 0 4,264 8,612 934

計 245,511 21,297 0 16,792 207,422 22,503

1,949,403 521,944 0 72,527 1,354,932 147,000
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上記は令和５年度清水町一般会計当初予算ベースによる充当状況である。

令和５年度地方消費税交付金（社会保障財源分）の充当状況について

　平成２６年４月１日から施行された消費税率の引上げに伴う地方消費税交付金の増額分については、社会保障施策に要
する経費に充てるものとされています。
　令和５年度清水町一般会計予算における地方消費税交付金（社会保障財源分）に係る社会保障施策に要する経費への充
当状況は次のとおりです。
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